
経営状況分析手数料（Pay-easy（ペイジー））のお支払い

　平成２１年４月１日より受付を開始いたしました「ＣＩＩＣ電子申請」にて経営状況分析をご申請いただく場合、

分析手数料のお支払いにはPay-easy（ペイジー）をご利用ください。

●「Pay-easy」によるお支払い

(1) 電子申請対応版「ＣＩＩＣ分析パック」（EXCEL形式の作成ツール）を利用して財務諸表等をご入力いた

だき作成された「電子申請データ」ファイルにより「ＣＩＩＣ電子申請」をされる方への特典といたしまして、

【電子申請割引】分析手数料12,000円にてご提供いたします（通常料金より1,500円割引）。

(2) 【電子申請割引】料金でお支払いいただく場合は、お手数でも「Pay-easy支払番号取得依頼票」に必要事

項をご記入の上、当財団の最寄りの支部までＦＡＸをお願いします。直ちに割引適用後のPay-easy支払

番号をお知らせいたします。

※CIIC電子申請の利用登録を行っていただいていることが前提となります。

※前回、CIIC電子申請により分析申請をしていただいた方（一部、代理申請の場合を除きます）を対象に”申請の

　 ご案内”へ【電子申請割引】料金（12,000円）のPay-easy払込取扱票を同封しております。その場合は、上記の

　 手続きによらず、同封のPay-easy払込取扱票にてお支払いいただくことができます。

【ご注意】

　当財団では、前年度に分析申請をしていただいた方を対象に”申請のご案内”へPay-easy払込取扱票を同封しておりま

す。当該払込取扱票に通常の手数料（13,500円）が印字されている場合は、【電子申請割引】分析手数料12,000円の適用

を受ける際にはご使用になれませんのでご注意願います。

【当財団よりお客様へお送りするPay-easy払込取扱票サンプル（継続申請のご案内へ同封）】

(3) 「Pay-easy」をご利用されることにより、お客様に払込手数料をご負担いただく必要がありません。

(4) 代理人の方が分析申請を代行し、複数の建設企業様の分を取り纏めてお支払いすることも可能です。

取り纏めた金額をPay-easyにてお支払いされる場合は「Pay-easy支払番号取り纏め依頼票」に必要事

項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。

※【電子申請割引】の適用を受ける場合は、代理人様ご自身でCIIC電子申請の利用登録を行っていただいた上で、

 　上記(1)の条件を満たしている申請分が対象となります。

「Pay-easy」とは？

国内のほとんどの金融機関（銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農漁協、ゆうちょ銀行）が共同で構築・運営

している仕組みで、公共料金や自動車税のお支払いなどにも普及している”安心、簡単、便利”なサービスです。

このマークのある郵便局・金融機関のATM、またはご契約されているネットバンキングをご利用ください。

上記のPay-easy払込取扱票であれば、郵便局（ゆうちょ銀行）、主要なコンビニエンスストアの窓口もご

利用いただけます。

ご利用可能な金融機関・コンビニエンスストアは随時増加しております。お手数でもホームページ「分析

手数料のお支払い」ページ（http://www.ciic.or.jp/tss/tss.html）より参照先へリンクしておりますのでご

覧ください。

※当財団は、三菱ＵＦＪファクター（株）が提供する収納代行サービス「MUFペイジー・プラス」を利用しております。

※ Pay-easy以外のお支払い方法に関しましては、最寄りの当財団各支部・事務所へご相談ください。
ただし、この場合のお支払いに伴う払込手数料はお客様のご負担となります。

分析手数料
（13,500 円 or 12,000 円）
をご確認ください



「Pay-easy」による分析手数料お支払いの流れとお支払い方法

　

　 

  

  

　

　

　 　

  
 

　　Ⅰ．郵便局・金融機関のATMでのお支払い

　　　①ATMにてPay-easyによる払込を選択し、当財団よりお知
          らせした「Pay-easy支払番号」（収納機関番号・お客様番
         号・確認番号）を画面の指示に従って入力してください。

　　  ②Pay-easy払込に対応した払込票読み取り機能の付いた
         ATMをご利用される場合は、画面の指示に従って払込票
         挿入口に”Pay-easy払込取扱票”を挿入してください。

　　Ⅱ．ネットバンキング(金融機関)でのお支払い

　　　　　・ご契約されているネットバンキングの画面の指示に従って、
        当財団よりお知らせした「Pay-easy支払番号」（収納機関番
        号・お客様番号・確認番号）を入力してください。

　　Ⅲ．郵便局窓口でのお支払い

　　　・”Pay-easy払込取扱票”を窓口へお渡しください。

”申請のご案内（DM）”に同封の「Pay-easy払込票」
をお持ちの方は、払込票に印字されている金額

(13,500円 or 12,000円）をご確認ください。

お支払い方法を
お選びください。 「Pay-easy支払番号取得依

頼票」に必要事項をご記入の
うえ、当財団の最寄りの支部・
事務所へＦＡＸしてください。

【ご注意】
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